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情報あらかると

※
訓
練
期
間
の
（
昼
間
）
は
９
時
～

時
、

１７

（
夜
間
）
は

時
～

時
で
す
。

１８

２１

▼
対
象

現
在
ま
た
は
過
去
に
雇
用
保
険

の
被
保
険
者
で
あ
る
方

▼
受
講
料

１
～
６
万
円

▼
申
し
込
み

平
成

年
３
月

日
木
ま

２１

１９

で
に
登
別
職
業
訓
練
協
会
（
緯
碓８５
１
４

５
０
）

平
成

年
度
登
別
地
方
高
等
職
業

２１

訓
練
校
の
入
校
生
を
募
集
し
ま
す

▼
訓
練
科
目
・
入
校
資
格
な
ど

定員訓練期間入校資格訓練科目

各１０人

２年間（昼間）中学校卒業以上の
学力のある方

木造建築科

建築板金科

建築塗装科

２年間（夜間）

高校卒業以上の
学力のある方

建築設計科

１年間（夜間）
経理事務科

１９人ＯＡシステム科

『
Ｅ
Ｔ
Ｃ
時
間
帯
割
引
』

拡
充
の
お
知
ら
せ

政
府
に
よ
る
安
心
実
現
の
た
め
の
緊
急

総
合
対
策
と
し
て
高
速
道
路
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
時

間
帯
割
り
引
き
『
休
日
昼
間
割
引
』
を
導

入
し
、
平
日
の
『
深
夜
割
引
』
適
用
時
間

を
拡
充
し
ま
す
。

煙
休
日
昼
間
割
り
引
き
（
約

％
割
り
引

５０

き
）
の
適
用
条
件

軽
自
動
車
等
・
普
通
車
で
Ｅ
Ｔ
Ｃ
通

行
し
、
入
口
か
出
口
の
料
金
所
（
一
部

例
外
あ
り
）
を
休
日
（
土
・
日
曜
、
祝

日
）
の
９
時
～

時
に
通
過
（
１
回
の

１７

走
行
は

丼
丿
以
内
、
１
日
２
回
ま
で
）

１００

煙
深
夜
割
り
引
き
の
適
用
時
間
の
拡
大

現
在
の
深
夜
割
引
（
毎
日
０
時
～
４

時
を

％
割
り
引
き
）
の
時
間
を
拡
大

４０

し
、
祝
日
を
除
く
月
～
金
曜
日
の

時
２２

～

時
が

％
割
り
引
き
に
な
り
ま
す
。

２４

３０

『
障
害
者
週
間
記
念
事
業
』
を

開
催
し
ま
す

こ
の
機
会
に
障
が
い
に
対
す
る
理
解
を

深
め
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、
運
営
に
協
力
い

た
だ
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
も
募
集
し

て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
参
加
と
協
力
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼
日
時

月

日
土
・

日
日

時

１１

２２

２３

１０

～

時
１７

▼
場
所

ア
ー
ニ
ス
１
階
広
場

▼
内
容

障
が
い
者
作
品
展
示
、
介
護
用

品
展
示
、
障
が
い
に
関
わ
る
相
談
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
な
ど

▼
問
い
合
わ
せ

登
別
市
障
害
者
福
祉
関

係
団
体
連
絡
協
議
会
（
登
別
市
社
会
福

祉
協
議
会
内
緯
碓８８
０
８
６
０
）

『
小
規
模
企
業
共
済
制
度
と
経
営

セ
ー
フ
テ
ィ
共
済
』
の
ご
案
内

◆
小
規
模
企
業
共
済
制
度

個
人
事
業
主
ま
た
は
会
社
な
ど
の
役

員
の
方
が
事
業
を
や
め
ら
れ
た
り
退
職

さ
れ
た
場
合
に
、
生
活
の
安
定
や
事
業

の
再
建
を
図
る
た
め
の
資
金
を
あ
ら
か

じ
め
準
備
し
て
お
く
た
め
の
制
度
で
す
。

こ
の
制
度
の
特
徴
は
、
掛
金
は
全
額

所
得
控
除
で
、
受
け
取
る
共
済
金
も
退

職
所
得
扱
い
ま
た
は
公
的
年
金
な
ど
の

雑
所
得
扱
い
と
な
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
共
済
（
中
小
企
業
倒

産
防
止
共
済
制
度
）

取
り
引
き
先
の
突
然
の
倒
産
が
原
因

で
、
経
営
悪
化
の
危
機
に
直
面
し
て
し

ま
っ
た
と
き
に
資
金
を
借
り
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
中
小
企
業
を
守
る
た
め
の

制
度
で
す
。
無
担
・
無
保
証
人
で
、
積

み
立
て
掛
金
の

倍
の
範
囲
内
（
最
高

１０

３
千

万
円
）
で
被
害
額
相
当
の
共
済

２００

金
が
借
り
入
れ
可
能
で
、
毎
月
の
掛
金

も
税
法
上
、
必
要
経
費
ま
た
は
損
金
に

算
入
で
き
ま
す
。

※
制
度
の
運
営
は
、
独
立
行
政
法
人
中
小

企
業
基
盤
整
備
機
構
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.sm
rj.go.jp/kyosai/ind

ex.htm
l

）

▼
申
し
込
み

登
別
商
工
会
議
所
（
緯
碓８５

４
１
１
１
）
、
ま
た
は
各
金
融
機
関
の

窓
口

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

室
蘭
開
発
建
設
部
地
域

振
興
対
策
室
（
緯
碓２２
９
１
７
１
）

『
国
民
年
金
保
険
料
』
納
付
の

ご
案
内
を
行
っ
て
い
ま
す
！

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る

と
、
将
来
受
け
取
る
年
金
が
減
額
さ
れ
た

り
、
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、
ま
た
、

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
年
金
も
受
け
ら
れ

な
く
な
っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

納
め
忘
れ
を
防
ぎ
、
国
民
年
金
被
保
険

者
の
み
な
さ
ん
の
受
給
権
を
確
保
す
る
た

め
、
保
険
料
の
納
付
期
限
が
過
ぎ
て
も
納

付
が
確
認
で
き
な
い
方
に
対
し
、
社
会
保

険
庁
か
ら
委
託
を
受
け
た
民
間
事
業
者

（
株
式
会
社
オ
リ
エ
ン
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ

ョ
ン
）
が
電
話
や
文
書
、
戸
別
訪
問
な
ど

で
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
の
ご
案
内
を

行
っ
て
い
ま
す
。

◎
注
意
点

※
民
間
事
業
者
の
担
当
者
が
保
険
料
を
お

預
か
り
し
て
保
険
料
を
収
納
す
る
場
合

に
は
、
必
ず
お
客
さ
ま
が
保
険
料
の
納

付
書
を
お
持
ち
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い

ま
す
。

※
社
会
保
険
庁
が
発
行
し
た
保
険
料
の
納

付
書
を
お
持
ち
で
な
い
方
か
ら
、
民
間

事
業
者
の
担
当
者
が
現
金
を
お
預
か
り

し
て
、
領
収
書
を
発
行
す
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ

室
蘭
社
会
保
険
事
務
所

（
緯
碓２４
７
１
０
４
）


